
 

                                

令和７年度年末年始の輸送安全総点検の実施について 

 

【目的】 

人流・物流が集中する年末年始に臨み、各自動車運送事業者等について、自

主点検等を通じた安全性の向上を図るとともに、輸送安全等に対する意識の高

揚を図るため、年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施します。 

 

【対象者】 

地方運輸支局に貨物軽自動車運送事業の開始届出をした法人又は個人 

 

【期間】 

 令和７年１２月１０日（水）～令和８年１月１０日（土）まで 

 

【内容】 

別紙二次元コードより、営業所を管轄する運輸支局等の在籍する運輸局コー

ドを読み取りいただくと、安全対策に対する点検内容が表示されますので、ご

回答いただき、最後の送信ボタンを押して完了となります。 

 

【補足説明】 

①貨物自動車運送事業の届出をした事業者毎に１回の回答となります。 

②回答は選択方式となっており、全ての点検項目への回答が必要となります。 

③最初の２問は、事業者の実態を確認するものとなります。あくまでも国土交

通省（運輸支局等）への事業開始届出の状況での判断になりますので、国税

庁への法人登記の状況とは異なります。以下の場合は個人事業主となり、そ

れ以外は法人として整理します。 

 ・届出している台数が１台で、その車両の名義が本人である場合 

④最初の２項目を除き点検項目は全１３問、既に対応済み「◯」か、今後対応

予定「△」の２択となります。 

⑤今回の点検を理由とした監査、処分はありません。 

⑥年末年始の１２月２６日～１月５日の間は回答ができない期間となります。 

⑦ご不明な点は以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】 

国土交通省物流・自動車局安全政策課 遠藤・角田 

東京都千代田区霞が関２－１－３ 
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営業所を管轄する運輸局のQRコードを読み取りご回答ください。

①北海道運輸局 ②東北運輸局 ③関東運輸局
　　・北海道  ・青森県　・岩手県  ・茨城県　・栃木県

 ・宮城県　・秋田県  ・群馬県　・埼玉県
 ・山形県　・福島県  ・千葉県　・東京都

・神奈川県　・山梨県

④北陸信越運輸局 ⑤中部運輸局 ⑥近畿運輸局
 ・新潟県　・富山県  ・福井県　・岐阜県 　・滋賀県　・京都府
 ・石川県　・長野県  ・静岡県　・愛知県 　・大阪府　・奈良県

 ・三重県 　・和歌山県
　・兵庫県

⑦中国運輸局 ⑧四国運輸局 ⑨九州運輸局
　・鳥取県　・島根県  ・徳島県　・香川県 　・福岡県　・佐賀県
　・岡山県　・広島県  ・愛媛県　・高知県 　・長崎県　・熊本県
　・山口県 　・大分県　・宮崎県

　・鹿児島県

⑩沖縄総合事務局

別紙


